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Ⅰ 公立大学法人公立はこだて未来大学の概要

公立大学法人公立はこだて未来大学は，地方独立行政法人法に基づき函館圏公立大学

広域連合が平成20年４月１日に設立した法人で，公立はこだて未来大学を設置し，管理

することを目的としている。

１ 法人の概要

(1) 法 人 名 公立大学法人公立はこだて未来大学

(2) 所 在 地 函館市亀田中野町116番地２

(3) 法人設立年月日 平成20年４月１日

(4) 設立団体 函館圏公立大学広域連合

(5) 目 的

この公立大学法人は，地方独立行政法人法に基づき，大学を設置し，および管理

することにより，「人間」と「科学」が調和した社会の形成を希求し，高度情報社

会に対応する深い知性と豊かな人間性を備えた創造性の高い人材を育成するととも

に，知的・文化的・国際的な交流拠点として地域社会と連携し，学術・文化や産業

の振興に寄与することを目的とする。

(6) 業 務

① 公立大学を設置し，これを運営すること。

② 学生に対し，修学，進路選択および心身の健康等に関する相談その他の援助

を行うこと。

③ 法人以外の者から委託を受け，またはこれと共同して行う研究の実施その他

の当該法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

④ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

⑤ 公立大学における教育研究の成果を普及し，およびその活用を推進すること。

⑥ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(7) 役員の状況

理事長 中 島 秀 之（学長）

副理事長 高 橋 修（教授）

理事 片 桐 恭 弘（副学長・教授）

理事 鈴 木 敏 博（事務局長）

理事（非常勤） 白 鳥 則 郎（早稲田大学教授）

監事（非常勤） 鎌 田 直 善（公認会計士）

監事（非常勤） 和根﨑 直 樹（弁護士）
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２ 大学の概要

(1) 基本的な目標（中期目標）

① 教育

幅広い知識に基づく総合的判断力と，豊かな感性に基づく高い創造性と多視点

性を養い，実践的知識とコミュニケーション能力に重きをおいて，共同体として

の社会と深く関わり，主導的な活動を通じて高度情報社会の発展に貢献できる人

材を育成する。

② 研究

システム情報科学分野の基礎的・応用的研究において，世界的水準を視野に入

れた独創的な研究活動を推進し，社会の変化を先取りした戦略的な研究に努める。

③ 地域貢献

地域に開かれた大学として，教育・文化活動等における地域社会との連携を進

めるとともに，産学官連携の推進による地域振興を図る。

また，国際的な学術交流と人材育成を通じて，国際交流の発展に貢献する。

④ 組織運営

迅速で柔軟な意思決定と点検・評価のシステムを整備し，効率的，効果的で透

明性の高い組織運営を図る。

(2) 学生数（平成24年５月１日現在）

① システム情報科学部 1,063人

② システム情報科学研究科 106人（前期課程91人，後期課程15人）

(3) 教職員数（平成24年５月１日現在）

① 教員数 67人（専任教員数。ただし，役員は除く。）

② 職員数 53人

・職員 20人（函館市からの派遣職員）

・普通契約職員 22人（研究費等の外部資金による雇用職員含む）

・短時間契約職員 ５人（研究費等の外部資金による雇用職員含む）

・臨時契約職員 ６人
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(4) 大学の沿革

・平成６年 国立大学誘致を断念し地域独自による大学設置の方針決定

・平成６年８月 函館市高等教育懇話会の設置

・平成７年５月 函館市高等教育懇話会提言（「高等教育機関の整備について」）

・平成７年８月 函館市大学設置検討委員会の設置

・平成８年１月 函館市大学設置検討委員会報告（「函館市が主体となった大学

設置について」）

・平成８年９月 （仮称）函館公立大学開学準備委員会及び計画策定専門委員会

の設置

・平成９年11月 函館圏公立大学広域連合の設立

（函館市，北斗市，七飯町で構成［当初は１市４町］）

「（仮称）函館公立大学基本計画」の決定

・平成11年４月 文部大臣へ公立はこだて未来大学設置認可申請

・平成11年12月 公立はこだて未来大学設置認可

・平成12年４月 公立はこだて未来大学の開学

・平成15年４月 公立はこだて未来大学大学院の設置

・平成16年４月 共同研究センターの設置

・平成17年４月 公立はこだて未来大学研究棟供用開始

・平成17年５月 東京秋葉原にサテライト・オフィスを開設

・平成20年４月 公立大学法人公立はこだて未来大学の設立

・平成22年４月 複雑系科学科と情報アーキテクチャ学科を情報アーキテクチャ

学科と複雑系知能学科に再編

・平成24年４月 社会連携センターの設置（共同研究センターを改組・改称）
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Ⅱ 業務実績報告書の概要

平成24年度は，中期目標の達成に向けた取組みをこれまでに引き続き進めたところで

あり，法人化によるメリットを生かして，教育・研究・地域貢献等の活動を推進し，ま

た，業務運営にあたっては，効率的，効果的な運営に努めてきた。

平成24年度の年度計画の達成状況は，年度計画項目別評価結果総括表（５ページ）に

あるとおり，計画の全122項目について４段階で評価を行った結果，評価基準Ⅳ（年度

計画を上回って実施している）は24項目（19.7％），評価基準Ⅲ（年度計画を順調に実

施している）は98項目（80.3％），評価基準Ⅱ（年度計画を十分に実施していない）

および評価基準Ⅰ（年度計画を実施していない）はいずれも０項目（０％）となってお

り，概ね順調に年度計画が実行され，一定の成果を上げることができたものと考えてい

る。



 １  平成24年度年度計画項目別評価結果総括表

評価Ⅳ 評価Ⅲ 評価Ⅱ 評価Ⅰ

89 18 71 0 0

１　大学全体としての理念・目標に関する措置 3 0 3 0 0

２　教育に関する措置 54 7 47 0 0

（１）学部教育の措置 4 1 3 0 0

（２）大学院教育の措置 3 0 3 0 0

（３）入学者受け入れに関する措置 10 4 6 0 0

（４）教育体制に関する措置 10 0 10 0 0

（５）教育内容および教育方法に関する措置 14 1 13 0 0

（６）教育の質の向上のためのシステムに関する措置 3 0 3 0 0

（７）学生支援に関する措置 10 1 9 0 0

３　研究に関する措置 14 4 10 0 0

（１）研究水準および研究の成果等に関する措置 8 4 4 0 0

（２）研究実施体制等に関する措置 4 0 4 0 0

（３）研究の質の向上のためのシステムに関する措置 2 0 2 0 0

４　地域貢献等に関する措置 8 1 7 0 0

（１）教育活動等における函館圏を中心とした地域社会との連携に関する措置 4 0 4 0 0

（２）産学官連携の推進に関する措置 2 0 2 0 0

（３）地域貢献等の向上のためのシステムに関する措置 2 1 1 0 0

５　国際交流に関する措置 3 2 1 0 0

６　附属機関の運営に関する措置 7 4 3 0 0

（１）情報ライブラリーの運営に関する措置 3 3 0 0 0

（２）共同研究センターの運営に関する措置 4 1 3 0 0

15 4 11 0 0

１　運営体制の改善に関する措置 3 0 3 0 0

２　教育研究組織の見直しに関する措置 4 1 3 0 0

３　教職員の人事の適正化に関する措置 5 1 4 0 0

４　事務等の効率化・合理化に関する措置 3 2 1 0 0

第４　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 7 0 7 0 0

１　外部研究資金その他の自己収入の確保に関する措置 3 0 3 0 0

２　経費の抑制に関する措置 2 0 2 0 0

３　資産の運用管理の改善に関する措置 2 0 2 0 0

4 1 3 0 0

１　自己点検・評価の充実に関する措置 2 0 2 0 0

２　情報公開等の推進に関する措置 2 1 1 0 0

第６　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 7 1 6 0 0

１　施設設備の整備等に関する措置 2 0 2 0 0

２　安全管理に関する措置 4 0 4 0 0

３　人権擁護に関する措置 1 1 0 0 0

122 24 98 0 0合　　　　　計

区　　　　　分 項目数
項目別内訳

第２　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置　

第３　業務運営の改善および効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

第５　自己点検・評価・情報公開等に関する目標を達成するためにとるべき措置
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２ 項目別の状況

第１ 年度計画の期間等

１ 年度計画の期間

平成24年４月１日から平成25年３月31日

（中期目標・中期計画の期間：平成20年４月１日から平成26年３月31日）

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

以下の評価基準に基づき実施状況の自己評価を行った。

評価基準

Ⅳ：年度計画を上回って実施している Ⅲ：年度計画を順調に実施している

Ⅱ：年度計画を十分には実施していない Ⅰ：年度計画を実施していない

１ 大学全体としての理念・目標に関する措置

□中期目標

・高度情報化社会において先導的な役割を担うために必要な基礎教育（リベラル・アーツ）

の充実を図り，システム情報科学の専門分野の壁を越えて総合的・多角的に事象を理解

し，活用できる能力を育成する。

・さらには，複雑系科学，知能システム，情報システム，情報デザインの各専門分野を

統合した新しい研究領域の開拓を図る。

■中期計画

・大学全体としての理念・目標の実現を図るため，各学科，研究科付属機関等における

目標および計画を策定し公表するとともに，教職員が一体となって取り組みを進める。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

１ 中期計画に基づき，各学科，研究科， ・中期計画に基づき，各学科，研究科，

附属機関の年度計画を策定し，ホーム Ⅲ 附属機関の年度計画を策定のうえホ

ページで公開する。 ームページで一般に公開した。

２ 年度計画について，教授会・各コース ・年度計画について，教授会，研究科

会議等を通じて周知を図り，教職員に 委員会等を通じて計画の骨子を説明

よる理解の共有の徹底を図る。 Ⅲ し，情報の共有を図った。

・また，学内の各委員会や附属機関で，

担当する目標の理解を共有し，実施

方法等に関して議論を行った。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

３ 基礎教育（リベラル・アーツ）を担う ・進路に応じた科目配置を学生に分か

メタ学習センターの将来計画に基づ りやすく提示し，個人の単位取得状

き，今中期計画での具体的な達成目標 況に応じた受講科目の提示もできる

を定め，役割分担しながら実施する。 デジタルカリキュラムの開発を進

め，iPod touch，iPhone，iPad等の

携帯端末上で可視化して表示できる

Ⅲ システムを試作した。

・授業科目間の関連や教育目標として

共有されている認識をシラバス等の

テキスト分析から※マイニングする

方法を研究し，教職員への情報共有

へとフィードバックする試みを開始

した。

※大量に蓄積されるデータを解析し，項目間の相関関係やパターンなど

を探し出す技術
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２ 教育に関する措置

(1) 学部教育の措置

□中期目標

・学部における教養教育では，情報技術分野における高い専門性の教育の基礎として，基

礎教育（リベラル・アーツ）を系統的，組織的に実施し，総合的なコミュニケーション

能力，情報リテラシー，幅広い教養と多角的な視点から判断する能力を備えた学生を育

成する。

・学部における専門教育では，異なる領域をまたぐ学問・情報技術を中心とした最先端の

トピックスに取り組むことを特色とし，さらに専門性を意識した教育を実施するためコ

ース制を導入し，情報技術に根ざした21世紀の産業と研究開発を支える人材の育成を図

る。

■中期計画

・教養教育やコミュニケーション教育等の基礎科目を担当する附属機関としてメタ学習セ

ンターを設置する。

・メタ学習センターが中心となり，基礎教育（リベラル・アーツ）のカリキュラム開発お

よび実施のための企画，新入学生等への導入教育の企画，大学の教育活動を通じた建学

理念の共有化等の活動を実施する。

・学科・コース別の教育目標とそのスケジュールを作成し，学期末に達成度の評価を行い，

公表する。

・より効果的に教育研究上の成果を得るため，学科・コースの見直しを行い，再編成を検

討する。

・専門性を明確にしたコース教育とプロジェクト学習等のコース横断的教育を統合したカ

リキュラムや教育支援体制を整備する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

４ メタ学習を基礎とした専門教育の手法 ・平成23年度の試験運用を踏まえ，本

の研究を継続するとともに，新カリキ 学学生の学習スキル習得をメタ的に

ュラムに導入された情報表現入門など 意識化させ促進する学習支援スペー

の科目について評価・検討を行う。 スであるメタ学習ラボの本運用を開

始した。

Ⅳ ・ピア・チュータリングの技術をメタ

学習ラボのチューターらが自分たち

で継続的に研修する仕組みを導入し

た。

・科学技術リテラシやプログラミング

系の授業科目との連携も開始した。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

５ カリキュラムマップやポートフォリオ ・専門科目を含むシラバス全体と学生

システムとの連動を検討する。 Ⅲ 個々の履修状況を携帯端末から確認

できるデジタルカリキュラムマップ

を試作した。

６ 年度当初にコース会議で，コース別の ・コース毎に４学年を通じたカリキュ

育成目標等の確認を行い，年度末に達 ラムの全体構造と履修モデルを構成

成度の評価を実施し，達成状況に応じ してシラバスに示し，期末試験等を

て，必要な改善を図る。 通じて学期末に科目毎の達成度につ

いて評価を行い，概ね良好の結果を

得た。

Ⅲ ・単位未取得者が多かった科目につい

ては，コース会議で情報を共有し，

原因究明を図るとともに，再履修授

業を設けるなどの対策をとった。

・特に，平成24年度から４年生への進

級条件を変えたことから，３年生の

履修状況を詳細に調査し，来年度の

課題を整理した。

７ 学科再編等に伴い整備したカリキュラ ・コース単位でのカリキュラム実施状

ムの実施状況の分析と評価を引き続き Ⅲ 況の確認，授業フィードバックの分

実施する。 析を行い，進級基準の見直し等必要

な措置を行った。
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(2) 大学院教育の措置

□中期目標

・大学院教育では，専攻分野に関する学術の理論および応用を研究し，さらに学際領域を

基盤とした広い視野からの高度の専門的知識・能力および研究能力を有する人材を育成

する。

■中期計画

・専門領域を超えて学際的な活動を行うことのできる多視点性を備えた研究者・技術者を

育成する。

・システム情報科学や情報社会の発展に貢献する教育，研究を行うため，教育研究領域の

再構築を検討し，合わせて体系的な教育課程の編成を図る。

・社会人学生に対応可能な教育課程の編成を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

８ 教員の行う研究プロジェクトへの大学 ・ＲＡ（リサーチ・アシスタント）と

院生の積極的参加を奨励し，専門領域 して，教員の研究プロジェクトへの

を超えた学際的な能力を引き続き養 Ⅲ 大学院生の参加を促すＲＡ制度は，

う。 今年度も大学院生の研究成果発表機

会確保などに良好に活用された。

９ 学部および大学院の教務委員会が連携 ・学部および大学院の教務委員会が連

し，学部生が履修可能な大学院科目の 携し，学部生が履修可能な大学院科

整理を図る。また，高度ＩＣＴコース 目の整理をした。特に，高度ＩＣＴ

がスタートし，１期生が選抜されたこ コースの１期生が選抜されたので，

とから，具体的な大学院開講科目の整 Ⅲ コースの大学院開講科目について具

備と割振りを行う。 体的な検討を継続している。

・また，平成24年度からスタートした

高度ＩＣＴコース（学部）において

コースと大学院教務委員会との情報

共有に努めた。

10 大学院における基礎教育のあり方につ ・平成26年度に修士学生を受け入れる

いて，高度技術者としての能力の獲得 高度ＩＣＴ領域への大学院カリキュ

に向けた教育体制の維持・改善に努め Ⅲ ラムを策定した。

る。 ・実践的ＩＣＴ教育推進のための事業

に連動して，技術者教育のための時

限付き演習型講義を導入した。
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(3) 入学者受け入れに関する措置

□中期目標

・学部については，理数系分野に強い興味を持ち，本学の教育内容を十分理解し，本学に

おいて学ぶことに意欲のある学生を積極的に受け入れる。

・大学院については，情報科学に関する基本的知識および専門的知識を有し，高度情報社

会において活躍できる適性を持った多様な人材を選抜する。また，他大学や海外の大学

の出身者，社会人の入学を促す方策を講じる。

■中期計画

［学部］

・入学者に求める能力・適性等を明確にするため，アドミッション・ポリシーを明示のう

え広報を行い，社会人を含めた広い範囲からの多彩な入学者の受け入れを図る。

・具体的な教育内容や実践例，キャリアパスを示すことにより，受験生に対し大学の魅力

をわかりやすく伝える。

・ＡＯ入試，推薦入試での合格者に対する入学前の導入教育の充実を図る。

・入学後の成績追跡調査や担任教員による定期的な面接を通じて，選抜試験制度の検証を

行う。

・学部入試に係る広報の充実を図るとともに，入学試験制度全般の見直しについて検討する｡

［大学院］

・一般選抜試験において，専門科目試験に代えて研究成果に基づく審査を行う制度を活用

する。

・学内推薦制度を活用し，学生が早期に大学院進学を決定し卒業研究等に専念できる体制

を整える。

・学部３年生から大学院に入学できる早期入学（飛び入学）を継続して実施する。

・国内外の交流協定締結大学等からの入学者受け入れを推進する。

・社会人が入学しやすい履修制度を検討する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

11 ［学部］ ・入試委員会において，アドミッショ

入試選抜がアドミッションポリシーに Ⅲ ン・ポリシーに基づき出題されてい

沿って実施されているかどうかについ るとともに，合否判定がなされてい

て，検証を行う。 ることを確認した。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

12 ［学部］ ・本学の知名度を高めるため，ウェブ

ウェブサイト等を効果的に活用し，本 サイトのコンテンツを順次更新し公

学における学びの可能性について受験 開した。

生や保護者に分かりやすい形で提示す ・大学のさまざまな活動を分かりやす

るなど，効果的な広報活動を実施する。 く伝えるため，公式サイトでニュー

スや話題，イベント情報などを積極

的に伝えた。

・女子生徒の進学率上昇に着目し，作

Ⅳ 成した女子生徒向けのパンフレット

を配布した｡

・関係部門と連携して，ウェブサイト

のリニューアルを行う検討ワーキン

ググループを設置した。

・一般選抜入試の名古屋会場新設に伴

い，重点的な高校訪問や電車広告，

メールマガジン等により域内の教

員，高校生に対し周知を図った。

13 ［学部］ ・ＡＯ入試・推薦入試の合格者に，導

ＡＯ入試，推薦入試の合格者に対して 入教育として，英語はＭｏｏｄｌｅ

実施している「数学」，「英語」の導入 Ⅲ （インターネット上の学習スペース）

教育について，引き続き実施する。 で課題の出題・採点・質疑応答を行

い，数学は出題・添削指導を郵送で，

質疑応答はＭｏｏｄｌｅ上で行った。

14 ［学部］ ・高校において模擬講義を行うととも

高校等において，模擬講義やプロジェ に，本学における実践教育のあり方

クト学習への体験イベントなどを実施 を広く伝えるため，市内においては，

し，本学における実践教育のあり方を プロジェクト成果発表会への見学，

伝える積極的な広報活動を引き続き行 札幌においてオープンキャンパスを

い，知名度の向上を図る。 開催したほか，青森・八戸において

Ⅳ 入試解説・個別相談会を実施した。

・高大連携事業の内容を見直し，高校

１年生に対して，メタ学習ラボ（学

生）によるワークショップやプロジ

ェクト学習の見学など，アクティブ

ラーニングを紹介し，本学の魅力を

伝えた。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

15 ［大学院］ ・平成25年度の入試科目を改定し，一

実状に合わせた入試方法の具体的改善 般性を高めた少数の科目に集約する

策を検討する。また，他大学からの受 Ⅳ ことで，他大学の学生が受験しやす

験生を増やす方策について検討を開始 い制度を実現した。

する。

16 ［大学院］ ・大学院説明会を多くの学生が聴講で

学内推薦制度の見直しを行い，学生が きる時間帯に複数回実施することで，

早期に大学院進学を目指せるよりよい 大学院への理解度を高めた。

体制を引き続き整える。特に学部１， Ⅲ ・より専門性にかかわる学力・研究遂

２年次にキャリアパスの一環としての 行力をもつ学生を受け入れるような

大学院進学を啓発する。 学内推薦基準の改定を行い，平成25

年度新入学生から適用することとし

た。

17 ［大学院］ ・飛び入学制度について，１～３年生

優秀な学生を確保するため，大学院早 を対象とした４月のオリエンテーシ

期入学(飛び入学)を継続して実施す Ⅲ ョンやキャリアガイダンスおよび１

る。 ～４年生を対象にした春季２回と秋

季１回の大学院説明会の中で，説明

を行った。

18 ［大学院］ ・台湾の朝陽科技大学，清華大学コン

これまでの連携している海外の大学と ピューター科学部と学術連携協定を

の単位互換およびダブルディグリー制 締結するとともに，パリＩＭＡＣと

について引き続き検討する。 の間で交換留学プログラム等を可能

とする学術交流協定を締結した。ま

た，協定校より大学院留学生を受け

入れた。

・台湾朝陽科技大との博士前期課程の

ダブルディグリーの実施形態につい

Ⅳ て両大学間で協議し，大枠で合意を

得た。また，交換留学による単位認

定にかかわる制度を策定し，台湾交

通大学へ学生２名を交換留学させ

た。

・平成25年度には，パリＩＭＡＣの博

士前期課程学生の留学生受け入れを

予定しており，単位授与についての

制度を整備した。さらに台湾国立清

華大とも大学院の学生交換留学につ

いて協議をした。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

19 ［大学院］ ・北海道教育大学函館校との間で，国

情報系以外の分野の大学院との連携に Ⅲ 際化に向けた教育プログラムの開発

ついて引き続き検討する。 等に資する相互協力協定締結のため

の協議を進めた。

20 ［大学院］ ・首都圏に在住する博士後期課程学生

東京サテライトオフィスにおける首都 Ⅲ の指導や打ち合わせの場所として東

圏での大学院教育を検討する。 京サテライトオフィスを活用した。
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(4) 教育体制に関する措置

□中期目標

・基礎教育（リベラル・アーツ）の充実・強化を図るための組織を整備するとともに，専

門教育においては現在のコース制の再編を図る。

・先端的な教育を推進するための施設および設備の整備を図り，教育環境の充実に努める。

■中期計画

・カリキュラムの編成に合わせた学科・コース構成の見直しを行う。

・専門教育のレベル向上のため，専任教員を各コースに配属し，コースごとに設定した達

成目標に沿った教育を行う。

・各コース・メタ学習センターの代表者により構成される教務委員会を設置し，教務に係

る具体的施策の構築を行う。

・函館圏の多様な学問分野を学ぶために，地域の高等教育機関間での単位互換制度や非常

勤講師の相互活用制度の推進を図る。

・地域からの入学者の学力レベル向上のため，函館圏の高等学校等との基礎教育科目での

連携を図る。

・先端的な情報基盤を積極的に活用した教育を実施する。

・中学校教諭一種・数学，高等学校教諭一種・数学，および高等学校教諭一種・情報の免

許が取得可能となる教職課程の教育制を検討する。

・様々な分野の高度な教育を実現するため，遠隔からの講義を容易にするe-Learningシス

テム導入について検討する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

21 平成22年度の学科再編後の学年進行に ・新カリキュラムでの学年進行状況の

伴う評価を行い，教科担当等の教育体 Ⅲ 分析評価に基づいて，進級基準の見

制の整備・充実を図る。 直しなど必要な措置をとった。

22 各科目担当教員がシラバスによって達 ・開講される全科目について，年度開

成目標を明示し，定期試験および授業 始前に専任教員が担当科目のシラバ

オンラインフィードバック等によって Ⅲ ス作成・更新を行い達成目標を提示

達成度の評価を行う。 した。また，期末試験および授業フ

ィードバックによって達成度の評価

確認を行った。

23 コース会議等において，個々の教員の ・各コースにおいてコース会議を学期

担当科目の実施方法を教員相互で確認 Ⅲ ごとに３回開催し，教員の教育活動

するとともに，科目間の情報交換を図 状況に関する情報交換を行った｡

る。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

24 教員・学生間の交流を進め，教育・研 ・各コースでオリエンテーション（４

究水準の向上に引き続き努める。 月）やオープンラボ（11〜12月）を

実施して，教員研究活動の紹介を行

い，教員・学生間の交流を進めると

ともに，教育・研究水準の向上およ

Ⅲ び学生の進路決定に資する情報交換

を行った。

・また，卒業研究の中間・最終セミナ

ーでは，研究に関する議論を通じて，

コースを越えた交流を行った。

25 教育方法について，教務委員会を中心 ・プログラミング導入教育に関して，

に具体的な改善手法を引き続き検討す 特に再履修者に対するフォローアッ

る。 Ⅲ プの方法について検討を行った。

・新カリキュラムの導入に伴い教育が

円滑に行われているかどうかの確認

を行った。

26 高大教員の意見交換会や地域中等教育 ・市立函館高校教員との意見交換会を

機関との単位互換授業などの，高大連 実施し，効果的な高大連携について

携事業を引き続き実施する。 Ⅲ の議論を行った。

・市立函館高校を対象にした１年次科

目における高大連携講義を引き続き

実施した。

27 平成24年度に更新したシステムを評価 ・平成24年度に更新した教室システム

し，平成25年度以降に更新予定の既設 を含め，平成21年度に整備更新され

のシステムを見直し，より効果的な活 た現在の情報通信システムをシステ

用領域に資源の集中を図ることを目的 ム委員会で７カ月かけて概観したう

とした計画を検討する。 Ⅲ えで，平成27年度に更新予定の次世

代の情報通信システムの構築のため

の基本設計方針をネットワークの仮

想化とした。これを基に，次世代の

教育研究環境の仕様を作成する予定

である。

28 学術情報ネットワークや学術協定大学 ・学術情報ネットワークや学術協定

などとの密接な連携を可能とするシス 大学などとの密接な連携を可能とす

テム構築を検討する。 Ⅲ るため，本学と学術情報ネットワー

クを結ぶネットワークを最新の

ＳＩＮＥＴ４に更新した。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

29 さまざまな分野の教育を目的として導 ・英語に関しては，平成22年度から

入したe-Learningシステムについて， ＶＥＰをe-Learningシステムで行っ

現行のシステムの維持と評価，さらに ており，ＴＯＥＩＣ ＢＲＩＤＧＥ

は改善を継続する。 Ⅲ 等の結果から，この取り組みによっ

て，学習効果が継続して確認されて

いる。

30 社会人向けの長期履修制度を効果的に ・首都圏に在住する博士後期課程学生

運用する。また，東京サテライトオフ の指導や打ち合わせの場所として東

ィスを活用した社会人大学院生向けの Ⅲ 京サテライトオフィスを活用した。

教育研究指導のあり方について取りま

とめる。
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(5) 教育内容および教育方法に関する措置

□中期目標

・学部教育では，本学が掲げる教育目標を達成できるよう，教員間での教育手法の検証を

行い教育内容を常に改善することにより，学生が意欲を持って学べる魅力ある授業等を

提供する。

・大学院教育の博士（前期）課程においては，学部教育による基本原理の修得やその適用

を踏まえ，講義，ゼミナール，特別研究等の教育研究指導を通じて，問題発見や解決の

実践能力を養う。

・大学院教育の博士（後期）課程においては，博士（前期）課程で修得した問題発見や解

決の実践能力に基づき，特別ゼミナール，特別研究等による教育研究指導を通じて，シ

ステム情報科学における新原理や新たな問題解決手法の探究を行う。

■中期計画

［学部］

・１年次学部共通教育を通じて広範な学問分野を学ぶための基礎学力を修得し，２年次以

降のコース教育により，専門的能力が高められるカリキュラム編成および教育内容の改

善を行う。

・１年次学生が将来像を明確にし適切な進路選択を考える一助とするため，システム情報

科学概論等を通じて本学の教育理念や学科・コースの特徴の理解を進める。

・コースの専門性を発揮しながら異なる領域のメンバーと協調して高い創造性とコミュニ

ケーション能力を養成するため，３年次に学生間でプロジェクトチームを編成し，シス

テム情報科学実習（プロジェクト学習）として実践的な課題解決に取り組む演習の充実

を図る。

・大学院進学希望者に対し，大学院での研究に繋がる興味ある研究テーマを早い学年次か

ら持てるような教育の取り組みを推進する。

・情報処理技術者試験の受験を推奨し，基本情報技術者試験の合格者数の増加を目指す。

・社会のニーズに沿った実践的なソフトウェア人材育成教育を進めるために，実践的ＩＴ

人材育成寄附講座に関連した科目の充実を図る。

・インターンシップ科目「企業実習」の充実を図る。

・システム情報科学を学ぶために必要な英語教育を実施する。

［大学院（博士前期課程）］

・研究科共通科目，領域内基礎科目，領域内専門科目等，カリキュラムの科目の位置づけ

を明確にし，科目間連携や教育内容の検討を連携して柔軟に実施できる体制を整備する。

・多様な履修・経歴の入学者に対応できるように，学部との相互運用科目を導入して，大

学院における専門教育の基盤となる科目の拡充を図る。

・課題研究科目を通じて，実践的な研究方法・手法に関する教育を実施する。

・科学技術の英語表現能力向上のための「科学技術英語」科目を設ける。

・大学院生が教員の研究活動に補助者として携わるＲＡ（リサーチ・アシスタント）制度

を活用し，実際的な研究方法に関する経験を深める機会を拡大する。

・ソフトウエア設計等に従事する情報技術者育成を目的とする実践的ＩＴ人材育成寄附講

座を開設し，産学連携による安定的な講座運営を図る。



- 19 -

［大学院（博士後期課程）］

・特別セミナーを通じて，研究方法論等について高度な専門教育を実施する。

・大学院生が教員の研究活動に補助者として携わるＲＡ（リサーチ・アシスタント）制度

を活用し，実際的な研究方法に関する経験を深める機会を拡大する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

31 ［学部］ ・新カリキュラムに基づく講義が円滑

学科改組にともない改訂されたカリキ Ⅲ に行われているかどうかを各コース

ュラムについて，知識体系の点から実 で詳細に検討した。

施内容の検証を引き続き行う。

32 ［学部］ ・１年生の各コースへの配属について

学生各自の能力や適性を判断し最適な は，説明会を３回開催した。

進路選択が出来るよう，履修状況など Ⅲ ・ポートフォリオシステムについて

の自己評価システムの実施を進める。 は，プロトタイプシステム試作を行

特に，これまで検討を続けてきたポー った。その結果に基づいて，平成25

トフォリオの年度内導入を図る。 年度よりメタ学習センター主導で導

入するための準備を進めた。

33 ［学部］ ・プロジェクトの新しい形態を探るた

次世代型システム情報科学実習のあり めに,※アジェイルソフトウェア開発

方検討委員会の創設を図る。 のセミナーを開催した。これからの

Ⅲ プロジェクト学習のあり方につい

て，ワーキンググループにおいて検

討し，現状の問題点を整理した。

※迅速かつ適応的にソフトウェア開発を行う軽量な開発手法群の総称

34 ［学部］ ・基本情報技術者試験の午前試験免除

基本情報技術者試験をはじめとする情 対象科目履修講座を継続して実施

報処理技術者試験についての支援体制 Ⅲ （受講者140名）した。

を，高度ＩＣＴコース教員を中心に整 ・高度ＩＣＴコースにて，情報処理技

える。また，具体的な支援の内容を整 術者試験対策用のe-Learnigシステ

理し，実行を図る。 ムの構築とコンテンツ作成に着手し

た。

35 ［学部］ ・学生毎の能力を把握し，教育に活か

高度ＩＣＴコース初年度の学生の能力 すため，スキル評価アンケートを作

像を分析し，実態に合った運営方針を 成した。

みいだす。 Ⅲ ・学生へのアンケート実施と教員によ

る面談・フォローを実施し，学生毎

の能力把握と目標達成に向けた育成

計画を実施する方向性を定めた。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

36 ［学部］ ・インターンシップ受入先の拡大を図

インターンシップの受入先の拡大に努 るため，実績等を鑑みて選定した

め，希望者が全員受講できるよう引き 1,400社に依頼をし，希望学生との

続き活動する。 Ⅲ マッチングの結果，実習企業数83社，

参加学生数154名となり，平成23年

度と比較して参加学生数が増加し

た。

37 ［学部］ ・内容を一新したバーチャルイングリ

内容を一新したバーチャルイングリッ ッシュプログラム(ＶＥＰ)のコンテ

シュプログラム(ＶＥＰ)の充実を図る Ⅳ ンツが完成したことを全教員に周知

ため，全学的な協力関係の構築を図る。 するとともに，オンラインコースの

評価を全教員に依頼し，改善のため

の提案を求めた。

38 ［大学院（博士前期課程）］ ・平成26年度の科目改定を行い，原則

学部におけるカリキュラム改訂を受け 複数名担当となるように科目と担当

て，博士前期課程の入試科目および開 者を決定した。

講科目について複数担当制を含め見直 Ⅲ ・平成25年度博士前期課程入試科目を

しを進める。 改定し，科目数を厳選し，問題の質

を確保しつつ，負荷の軽減を実現し

た。

39 ［大学院（博士前期課程）］ ・平成26年度カリキュラムを策定し，

博士前期課程における高度ＩＣＴ領域 高度ＩＣＴ領域の科目を決定した。

の発足に向けて，カリキュラムと修了 ・また，時限付きで他大学の修士学生

認定を確定する。 Ⅲ の受講も可とする実践的ＩＣＴ教育

科目を新設し，高度ＩＣＴ領域の教

育の充実を図った。

・同領域の修了認定の具体的内容につ

いては引き続き検討を続ける。

40 ［大学院（博士前期課程）］ ・文科省情報人材育成のための実践教

実践的な技術や知識の専門性向上を図 育ネットワーク形成事業への参画を

るための大学院教育方法について，教 行い，学内の教員間のみならず他大

員間での情報共有を図る。 Ⅲ 学とも情報交換を行い，結果として

実践的なＩＣＴ教育カリキュラムの

設計を行い，平成25年度大学院カリ

キュラムに組み込んだ。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

41 ［大学院（博士前期課程）］ ・平成26年度博士前期課程科目を改定

アカデミックリテラシーなどの科目を し，アカデミックリテラシー科目を

通じて専門英語教育の推進に努める。 ２セメスターに拡大し，必修科目と

して設定した。

Ⅲ ・また平成26年度入学試験から，英語

個別試験に変えてＴＯＥＩＣ／

ＴＯＥＦＬのスコアを英語成績とし

て代えることに決定し，より実践的

な英語力を大学院で求めることをア

ピールすることとした。

42 ［大学院（博士前期課程）］ ・ＲＡに35名の大学院生を雇用し，

ＲＡ（リサーチ・アシスタント）制度 ＲＡ自身の成果発表を多数行い，研

を活用し，実際的な研究方法に関する Ⅲ 究方法に関する経験を深めさせるこ

経験を深める機会を提供する。（博士 とができた。

後期課程でも同様に行う。）

43 ［大学院（博士前期課程）］ ・大学院教育について，講義，教育演

高度ＩＣＴリエゾンラボラトリーを中 習に対してサポート企業を中心とす

心に大学院教育における産業界との連 る企業連携，ＩＰＡ，経産省，文科

携を強め，知識や資金の導入を推進す 省等の外部組織との事業連携を推進

る。 し，企業講師派遣による講義・演習

によって最先端知識や実践的知識を

Ⅲ 導入した。

・高度ＩＣＴリエゾンラボラトリーを

通じて，資金の確保，産学連携講義

計画の策定，講師派遣体制の構築を

行った。寄附金は予算同額を確保し，

文科省事業予算獲得により，実践的

教育資金を確保できた。

44 ［大学院（博士後期課程）］ ・留学生については，北海道教育大学

特別セミナーを通じて，博士後期課程 との連携で日本語能力の研修を遠隔

の適切な研究指導を行う。特に留学生 教育で実施する試みが始まり，研究

や社会人学生には状況に応じた指導を 遂行に必要な言語能力の教育を強化

行う。 Ⅲ している。

・平成24年度は，研究指導満期退学後

２年間の学位論文提出期間を利用し

て，２名の留学生が博士後期の学位

を取得しており，同制度の制定の効

果が実証された。
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(6) 教育の質の向上のためのシステムに関する措置

□中期目標

・学生による授業評価や全学的なファカルティ・ディベロプメントの実施により教育の質

の向上を図る。

■中期計画

・学生によるオンライン授業評価システムを利用し，各セメスターでの実施評価を行い，

授業内容の改善を図る。

・メタ学習センターを中心に，ファカルティ・ディベロプメントの企画を実施する。

・教員間での教授法相互検証に加えて，第三者による授業評価を検討，ファカルティ・デ

ィベロプメントに活用する。

・プロジェクト学習や卒業研究発表セミナーを学外者に公開し，評価を受ける。

・各コースの教育目標の達成度を検証し，次年度以降の内容・方法等の改善に反映させる。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

45 教員全員がファカルティ・ディベロプ ・コース会議，教授会等の機会を通じ

メントへの意識を共有し，授業評価を て教員のファカルティ・ディベロプ

積極的に活用し，相互評価，研修など メントに対する認識を高め，教育の

を通して教育の質の向上を引き続き図 Ⅲ 質の向上に対する意識高揚を図ると

る。 ともに，授業フィードバックの学期

進行中利用など，一層の活用積極化

を進めた。

46 メタ学習センターを中心に，ファカル ・引き続き，ファカルティ・ディベロ

ティ・ディベロプメントの手法とあり ップメント関連セミナーや学会等に

方を明確化し実施計画案をより具体的 Ⅲ 教員を派遣した。また，ティーム・

に設定し実行計画を策定する。 ティーチングを通じてのファカルテ

ィ・ディベロップメントを継続的に

実施した。

47 プロジェクト学習等の授業および卒業 ・プロジェクト学習成果発表を学内に

・修士・博士研究の成果を積極的に学 おいて，学外者にも公開のうえ実施

外に発表し，学外者の評価を受ける。 したほか，東京・札幌・函館におい

て企業や高校生向けに実施した。東

京では14グループが発表し，企業88

社（約140名）および他大学等18名

Ⅲ が参加した。また他大学からの見学

も多数あった。

・卒業・修士・博士研究の成果発表会

を多数の学生や教員が参加できるよ

う開催日程を工夫しながら，学内に

て公開で行なった。なお，情報デザ

インコースは，市内でも成果発表会

を行い，新聞などにも取り上げられ

た｡
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(7) 学生支援に関する措置

□中期目標

・担任教員制等の推進により，学生に対する学習支援を効果的に実施する。

・学生生活の充実に向けて，学生の生活相談，進路相談，メンタルヘルスなどに的確に対

応できる支援体制を整備するとともに，学生の課外活動への支援の充実を図る。

・また，学生の就職活動への相談・支援体制を強化する。

■中期計画

・毎年度４月に単位履修および学生生活に関するガイダンスを実施するとともに，前期終

了後に学習目標に対する各学生の達成度を調査する。

・担任教員制度を活用して，問題を抱える学生，留学生，障害を持つ学生等に対する支援

を実施する。

・必修科目担当教員・担任教員間の密接な連携を図り，欠席・遅刻等学生の受講状況の変

化に対する適切な措置を行う体制を整備する。

・臨床心理士による定期的な学生相談室での相談体制の充実を図る。

・学生の生活状況とニーズ把握のため，年１回実態調査を実施する。

・学生の自主的学習活動やサークル活動への備品貸出等の支援を実施する。

・重点事項を定めての全学規模のマナー向上キャンペーンを実施する。

・就職相談体制の充実を図るとともに，多様な業種への就職等の拡大を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

48 担任教員，教務委員会，事務局が連携 ・履修状況に問題のある学生について

し，学生の履修状況を把握し，問題を は，担任教員がクラス担任教員およ

抱える学生に対する対処を行う。 び教務委員会に報告をして関連の他

教員との情報共有を図り，必要に応

じて事務局教務課と連携して対処し

Ⅲ た。

・特に，平成24年度から４年生への進

級条件を変えたことから，３年生の

履修状況を詳細に調査し，問題のあ

る学生に対しては，卒業研究の研究

室配属時に面談を行い指導した。

49 学生の各学期内での履修状況をコース ・各コース会議において，教員の教育

会議で集積し，履修状況等に問題のあ 活動状況に関する情報交換を行って

る学生を早期発見し対応する。 学生の履修状況を把握し，履修状況

等に問題のある学生の早期発見に努

Ⅲ めた。

・特に，平成24年度から４年生への進

級条件を変えたことから，３年生の

履修状況を詳細に調査し，問題のあ

る学生に対しては面談を行い指導し

た。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

50 授業や研究指導等での教員・学生間の ・新年度の各学年ガイダンスやコース

トラブルに即応できるよう，相談方法 毎のオリエンテーションを通じて，

を学生に周知する。また，トラブルの Ⅲ 学年に対応した相談者（担任・プロ

防止に努める。 ジェクト教員・ゼミ教員・コース長

または学科長）に相談するよう学生

に周知を図った。

51 科目担当教員と担任教員間に学生に関 ・学生に関する情報を伝達する仕組み

する情報を伝達する仕組みを確立する とマニュアルに基づき，学生の勉学

とともに，異常を発見した場合の具体 Ⅲ や生活の問題に関して，担任教員，

的な行動マニュアルを整備する。 教務委員会，事務局との情報の共有

化に努めた。

52 教職員にメンタルヘルスに関する情報 ・教職員を対象にしたメンタルヘルス

の共有化を図るとともに，学生にメン に関する方針について検討し，大学

タルヘルスに関する知識の普及を進め におけるメンタルヘルス対策につい

る。 Ⅲ て講習会を行った。

・新入学生にはメンタルヘルスに関す

る相談室の案内カードを作成し，全

員に配付し周知を図った。

53 学生委員会と事務局が連携し，学生の ・担任による定期的な面談のほか，学

生活状況に関する情報収集を行い，必 Ⅲ 生委員会と事務局教務課が，学生の

要な対策を講じる。 就学や健康に関する情報を収集し，

適切な対応を行った。

54 後援会との連携を維持し，学生の自主 ・後援会と定期的に意見交換を行い，

的学習活動やサークル活動を引き続き Ⅲ 学生の自主的学習活動やサークル活

支援する。 動が円滑に進むよう日常的な支援を

行った。

55 マナー向上活動を推進するとともに， ・全学生への新学期オリエンテーショ

大学施設利用のルールを明示し，モラ ンにおいて，挨拶の奨励，ルールの

ル・マナー向上のための施策を引き続 遵守，敷地内全面禁煙の対応などマ

き実施する。（敷地内全面禁煙の対応 Ⅳ ナー向上に関する講習を行った。

を含む。） ・単に禁止事項を学生に通知するので

はなく，大学教育全体として学生の

自立性を伸ばす教育方法の検討を引

き続き行った。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

56 就職委員会を中心に，より幅広い業界 ・就職委員会が中心となり，札幌圏，

へ働きかけを行い，引き続き就職先と 首都圏，東北圏，中部圏，関西圏に

なる業界・業種の拡大を図る。 企業訪問を実施した。

・特に新規求人開拓を目標に，従前実

績の薄い企業や暫く実績のない企業

へ積極的に訪問した。

・東京・札幌で企業交流会を実施し，

企業関係者との情報交換を行った。

Ⅲ 特に札幌では，学生募集企画のオー

プンキャンパスin札幌と同日開催と

し，札幌の企業関係者に学生の発表

を見学させ，企業と学生の接触の場

を増やすことができた。

・引き続き，学内合同企業説明会や学

内個別企業セミナー，大学院生等を

対象にした技術フォーラムを開催

し，学生・大学院生の就職活動の支

援を行った。

57 就職委員会を中心に，引き続きよりき ・就職ガイダンスを19回実施するとと

め細かな就職指導および相談を実施す もに，クラス別に就職指導担任教員

る。 を配置し就職指導にあたったほか，

随時，キャリアアドバイザーによる

就職相談や模擬面接などを実施し

た。

・11月には就職委員会主催で未内定者

向けの就職相談会を開催し，さらに

個別面談でフォローした。

Ⅲ ・昨年に引き続き，１年生・２年生を

対象にキャリアガイダンスを実施

（１年生対象１回，２年生対象１回）

した。本学ＯＢに講師になってもら

うことで，より身近で実践的な内容

とした。

・昨年同様「模擬個人面接」の講師を

５人とし，学生１人当たりの指導時

間を増やすとともに，外部講師を招

いた「就職力養成セミナー」も行っ

た。
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３ 研究に関する措置

(1) 研究水準および研究の成果等に関する措置

□中期目標

・システム情報科学を中心とする分野で独創性に富む研究活動を推進し，世界的水準に照

らして先導的な役割を果たす研究成果を目指すものとする。

・さらに，研究成果を教育の質の向上に役立てるとともに，知的財産として活用し，広く

社会に還元する。

■中期計画

・大学の独自性を生かした戦略的な研究テーマを設定し，資源の集中的な投入を行う。

・戦略的な研究テーマについて，定期的に成果の評価を行う。

・学位論文等について情報ライブラリーを通じて公開し，学外での活用や評価を受けられ

る体制を整える。

・研究成果の社会への還元および対外的に情報発信するための支援体制を整備する。

・知的財産権に関して，取得および活用の支援施策を実施する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

58 重点研究支援の維持，教員の研究テー ・大学が設定した戦略的研究テーマに

マから本学の独自性を構築できる内容 ついて，特別研究費として公募を行

を選定し，集中的な資源の投入を引き Ⅲ ったほか，現行の重点研究支援につ

続き図る。 いて点検・評価し，今後のあり方に

ついて引き続き検討を行った。

59 大学の戦略的な研究プロジェクトにつ ・戦略的な研究テーマについての成果

いて成果報告会などを通じて積極的に 発表会を開催したほか，成果物のパ

ＰＲする。 ネル展示会を実施した。また平成24

年度からは，教育方法研究について

も成果発表を実施することとした。

・コ・ラボ制度創設以降，既に５つの

Ⅳ コ・ラボが立ち上がった。またコ・

ラボとすることによって，受託研究

等外部資金の獲得をはじめ，学外と

の連携や資金の獲得等に効果を得る

ことができた。

・ホームページにコ・ラボのページを

設け，本学の主要な研究の対外的な

ＰＲに努めることができた。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

60 機関リポジトリの内容の充実を図り， ・機関リポジトリの登録件数の増加を

学内の研究成果を広く社会に公開す 図るとともに，ユーザインタフェー

る。 Ⅲ スの改善を図り，デザインと操作性

が大幅に向上し，道内大学図書館担

当者からから高い評価を受けた。

登録数 3,901件(本文PDF396件)

61 本学独自の研究等を継続発信できる出 ・本学出版会の目指す方向性を定め，

版会の枠組みを策定する。 Ⅲ それを実現する出版物の４カテゴリ

をまとめるとともに，その枠組みを

全教職員に周知した。

62 国内・国際学会，国際ワークショップ， ・公開講座を２回（参加者計120名），

シンポジウムなどの開催を積極的に支 特別講演会を４回（参加者計576名）

援する。 Ⅲ 開催するとともに，国内外の研究者

10名の招聘を支援（短期滞在支援）

し，学内講演を実施した。

63 社会連携ポリシーに基づき，教育研究 ・コ・ラボ制度創設以降，５つのコ・

の成果の社会還元および広く社会へ向 ラボが設置され，受託研究等外部資

けた情報発信を行う。 金の獲得や研究情報の発信に努める

ことができた。

・社会連携センターが支援して，イノ

ベーション・ジャパンやメッセナゴ

ヤ（初出展）など様々な展示会への

Ⅳ 研究成果の出展を行い，共同研究に

繋げることができた。

・社会連携センターが主催し，東京サ

テライトオフィスにてＦＵＮみらい

研を開催し，東京在住の未来大卒業

生，卒業生の同僚，道南会などの参

加者に最新の未来大の情報，ソーシ

ャルマーケット情報などを提供し

た。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

64 知財ポリシーにもとづいて，知的財産 ・基本的に月１回発明委員会を開催

の登録拡大とその適正な運用を図る。 し，広域知的財産アドバイザーの支

援も受けながら知的財産の獲得，活

用に向けた取組を実施した。

・また，平成24年度「北海道地域中小

Ⅳ 規模大学知的財産ネットワーク会

議」および「北海道地域大学等知的

財産部門連絡会議」を未来大で開催

し，他大学等との意見交換を行った。

・教員に対する知的財産権に関するス

キルアップのため，外部講師を招い

ての講演会を開催した。

65 地域産業との間で，本学の知的財産の ・本学教員が中心となり，産学官民連

活用，大学からの技術や知識の移転， 携によるハーブを活用した地域ブラ

人材教育の連携も含め，多角的なアプ ンドの立ち上げ・普及による地域振

ローチで連携を図っていく。 興のための商標登録を行った。

・また，会員企業から，第１号となる

商品が平成25年４月以降に販売され

ることとなった。

・本学マリンＩＴラボが開発したソフ

トウエア２件をｉＰａｄアプリとし

てアップルストアより販売すること

ができた。

○船舶位置表示アプリ

○デジタル操業日誌

・地域として取り組んでいる「函館マ

リンバイオクラスター」のなかで，

Ⅳ 本学が創作した作品を函館地域産業

振興財団と共同で商標登録し製品化

することで，プロジェクトのイメー

ジづくりに貢献することができた。

・本学教員による特許出願中の研究成

果を，ＪＳＴ主催の新技術説明会に

出展することができた。

・函館市主催の「函館市地域資源ビジ

ネスマッチング」において，社会連

携センター長によるプレゼンテーシ

ョンを実施するとともに，北海道大

学と「北海道地域における大学等の

知的財産の技術移転に関する協定」

に基づくメールマガジンに定期的に

出稿するなど，本学からの情報発信

に努めた。
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(2) 研究実施体制等に関する措置

□中期目標

・幅広い研究分野から構成されている教員の特長を活かし，従来の研究体制では実現し得

なかった，テーマごとに臨機応変な編成や研究費等の集中的な配分により，社会の変化

を先取りした戦略的な研究を推進できる柔軟な研究実施体制を整備するとともに，共同

研究センターを中心に，研究支援の充実を図る。

■中期計画

・大学として取り組む戦略的な研究テーマに関し，関連分野の教員等で研究クラスターを

構成し，目標年次を設定して集中的な研究体制を整備する。

・共同研究センターが中心となって，教員相互に研究テーマについての資料公開や情報提

供活動を行う。

・戦略的研究テーマに係る研究費の適切な配分を実施し，研究員等の確保等を実施する。

・高度な研究者倫理の普及に努めるとともに，研究活動上の不正行為防止対策の充実を図る｡

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

66 大学全体としてのマリンＩＴ，メディ ・本学の重点・戦略研究テーマとして

カルＩＴおよびモバイルＩＴなどの戦 ＩＴとデザインの融合，マリンＩＴ，

略研究テーマについて，重点的に取り Ⅲ モバイルＩＴ，メディカルＩＴ，ス

組むための支援を引き続き行う。 マートシティ函館，メタ学習能力育

成デザイン，仮想空間・物理空間融

合技術を設定し，支援を行った。

67 学内での研究報告会を実施するととも ・特別研究費の成果報告会の開催，成

に，学会発表内容等の学内における情 果パネルの展示により，教員相互の

報共有について検討する。 情報共有を行った。

・学内における情報共有については，

本学の学術成果アーカイブを活用

Ⅲ し，社会連携センター教員による研

究成果の発掘を行い，効率的に情報

発信する方策を検討することとした｡

・「ＦＵＮコラボラティブ・ラボラト

リ」に関する情報をホームページに

掲載し，学内外に向けての情報発信

を行った。

68 研究予算を弾力的に配分し，効果的な ・研究費予算の一般研究費と特別研究

運用を行う。 費の割合は平成23年度と同等とし，

一般研究費については，教員評価と

Ⅲ 連動する配分を行った。

・特別研究費については，戦略・重点

研究，通常研究，社会連携研究，教

育方法研究の区分のもとで弾力的配

分を行った。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

69 倫理委員会を中心に，研究者の倫理向 ・研究費不正防止指針マニュアルを全

上に関する啓発活動を行うとともに， 教員に配付し，周知徹底を図った。

研究費不正防止等対策の一層の推進を ・研究者が実験を行う際に，特に注意

図る。 すべき事項を具体的にまとめ，実験

計画書の執筆例を作成した。

Ⅲ ・実験計画書および執筆例を全教員に

配付し，周知徹底を図った。

・研究者の倫理向上のため，実験計画

書を委員会で審査し，記入漏れ項目

が無くなるよう具体的な修正コメン

トを付けて修正するよう指導した。

（７件）
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(3) 研究の質の向上のためのシステムに関する措置

□中期目標

・学内公募型研究費の活用により，高度で先端的な研究や重点領域研究の推進を図り，研

究成果報告による評価を行う。

■中期計画

・学内公募型研究費による研究成果報告書の提出および発表を義務付け，成果についての

適正な評価を実施する。

・高い評価を受けた研究成果に対する顕彰制度を検討する。

・国際的な研究レベルを維持するため，教員の在外研究制度を検討する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

70 学内研究助成および研究成果に対する ・学内公募型研究の成果展示，報告書

顕彰制度等について効果的に運用す 提出，成果発表会を実施した。

る。 Ⅲ ・各教員から提出された業績報告に基

教員の業績評価結果を一般研究費の配 づいて教員評価を実施し，その結果

分に反映する。 を反映した一般研究費配分を実施し

た。

71 教員の在外研究制度の効果的運用を継 ・教員海外研修制度により４名の派遣

続する。 Ⅲ （うち２名は平成23年度からの継続）

を実施したほか，平成25年度分とし

て新たに１名の派遣を決定した。
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４ 地域貢献等に関する措置

(1) 教育活動等における函館圏を中心とした地域社会との連携に関する措置

□中期目標

・地域における各種教育機関との連携を推進し，地域の教育水準の向上を図るとともに，

地域の知的創造や文化活動の交流拠点として，生涯学習の推進に努める。

■中期計画

・地域の大学センター構想等の取組みに積極的に参画する。

・地域の高等学校との高大連携を拡充するほか，地域の理数教育の向上に努める。

・地域の生涯学習機会の提供として，公開講座，各種講演会等を充実させ，専門的知識の

普及を図る。

・ＩＴセミナー，フォーラムの開催を通し地域社会に貢献する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

72 キャンパスコンソーシアムに積極的に ・キャンパス・コンソーシアム函館に

参画し，地域の中での高等教育機関の 参画し，単位互換科目の検討を引き

連携を強める。 続き進めたほか，合同公開講座，図

Ⅲ 書館連携，アカデミックリンクにつ

いて他大学と実施・検討を行った｡

・図書館連携については未来大学が中

心となり，積極的な活動を継続した。

73 地域の学校等との連携を強め，科学技 ・市立函館高校との高大連携や地域の

術を中心とした初等中等教育の充実を 高校への出前講義を実施するととも

図る。 に，科学技術を中心とした中等教育

Ⅲ の充実のための方策を引き続き検討

した。

・プロジェクト学習により，小学生が

コンピュータに触れ楽しみながら学

べる機会を提供した。

74 市民公開講座などの実施によって生涯 ・市民公開講座を２回，特別講演会を

学習の場を提供するとともに，地域社 ４回開催（参加者計692名）し，地

会・住民への専門的知識の普及を進め 域社会および住民への専門的知識の

る。 Ⅲ 普及を図った。

・市民の科学技術の理解増進を図るた

め，「はこだて国際科学祭」などを

引き続き実施した。

75 地域における専門講習会等のニーズを ・特別講演会や公開講座開催時に情報

調査し，本学が取り組むべき今後の方 入手方法や満足度，希望講座等を記

向性を取りまとめる。 Ⅲ 載できる自由記述の質問項目を盛り

込んだアンケートを実施するなど，

ニーズ把握のための基礎調査を実施

した。
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(2) 産学官連携の推進に関する措置

□中期目標

・活力ある地域づくりに貢献するため，大学が有する知識・技術・施設等を活用し，産学

官連携等の一層の推進を図る。

■中期計画

・国，地方自治体等の各種委員会や地域産業振興施策への参画に関与する活動を組織的に

支援する。

・地域企業等との共同研究や研究成果を生かした新規起業を促し，産業振興を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

76 産学官連携の活動に対して，特別研究 ・地域の産業振興につながる研究活動

費の重点配分などの積極的な支援を引 Ⅲ に対して，戦略研究として特別研究

き続き実施する。 費を重点的に配分することを引き続

き実施した。

77 研究成果を生かした起業を促進するた ・平成23年度に引き続き，講義「地域

めの助成制度導入を引き続き検討し， と社会」のなかで，産業支援センタ

結論をまとめる。 ー，日本政策金融公庫・北海道創業

支援センター等の協力を得ながら，

地域と密着した起業・創業育成につ

なげる内容の講義を開催した。その

なかで，地域課題とその解決方法に

ついて学び，そうした課題の解決，

ＩＴを活用した地域活性化等につい

て考える機会とするとともに，様々

Ⅲ な支援機関による支援機能の紹介な

どを行った。

・また，函館における身近な起業事例

として，市内企業の社長の体験談を

聞かせることで学生に疑似体験させ

ることができた。

・こうした起業家精神を育む一方で，

起業する際の助成制度については，

学外の既存の仕組みを把握し，関係

団体とも情報共有しながら必要な際

に資金導入につなげる環境を整備し

た。
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(3) 地域貢献等の向上のためのシステムに関する措置

□中期目標

・大学の使命としての地域貢献の重要性に対する認識を高め，実績の適切な評価を図る。

■中期計画

・学生および教職員の地域貢献活動等を評価する仕組みの確立を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

78 教職員の業績評価および学生の顕彰制 ・学生の地域貢献活動等に関して，４

度を通じて，地域貢献活動等を促進す 件（学生団体２件，学生個人３件，

る。 プロジェクト学習１件）の未来大賞

を授与した。

Ⅳ ・また，本学教員（コ・ラボ）がマリ

ンＩＴ分野の開拓と情報を活用した

持続可能な沿岸漁業の先駆的取組み

の功績を認められ，平成24年度北海

道科学技術賞を受賞した。

79 社会連携ポリシーや社会連携センター ・社会連携センターの機能等につい

の機能について引き続き学内外への情 て，ホームページで詳細に紹介をし

報発信に努め理解の促進を図るととも 情報発信に努めるとともに，社会連

に，地域との連携を一層進める。 携センター主催の地域交流フォーラ

ムを開催した。

Ⅲ ・また，このフォーラムのなかで，学

生自身が研究成果を展示・解説し，

地域への情報発信を行った。

・平成25年度のプロジェクト学習にお

いて，北斗市のイメージキャラクタ

ー作成等に取り組むこととした。
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５ 国際交流に関する措置

□中期目標

・国際感覚豊かな人材を育成するとともに，世界水準の教育および研究活動を行うため，

海外の大学や研究機関との交流・連携を推進し，地域の国際化への貢献を行う。

■中期計画

・学術交流協定大学を中心とした留学支援制度を検討し，学生の交換留学等の推進を図る。

・国際交流担当組織を整備し，国外の大学・研究機関との連携を拡充し教員，研究員の相

互交流を図る。

・留学生等受入体制の整備を進める。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

80 学術交流の連携先を増やすと同時にす ・パリＩＭＡＣとの間で協定を締結す

でに連携している大学との活動を実施 るとともに，可能な学術交流につい

する体制の強化の検討を開始する。 Ⅳ て検討を行った。

・北海道教育大学函館校との間で，相

互協力協定締結に向けた協議を進め

た。

81 北海道教育大学を含めた地域の他大学 ・北海道教育大学函館校との間で，国

と連携し，函館全体として留学生の受 Ⅲ 際化に向けた教育プログラムの開発

入れ支援体制の強化を図る。 等に資する相互協力協定締結のため

の協議を進めた。

82 学生の留学に対する意識の向上を図 ・学生に留学，サマースクール等の周

り，学生への情報提供とニーズ把握を 知活動を行い，８月に檀国大（韓国）

行い，留学支援の体制を整備する。 Ⅳ サマースクールに８名，２月に国立

交通大（台湾）へ留学生２名を送り

出した。
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６ 附属機関の運営に関する措置

(1) 情報ライブラリーの運営に関する措置

□中期目標

・教育・研究支援施設として相応しい図書，雑誌，資料等の充実・強化を図るとともに，

地域の知的情報拠点として，公共図書館等との連携を進める。

■中期計画

・学科，コース構成を勘案した選書・収書を基に年1,000冊程度の和洋書購入計画を策定

する。

・最新の情報を迅速に，また網羅的，複合的に収集して教育・研究に役立てるため，オン

ラインジャーナルの購読を推進する。

・公共図書館等との連携により，不要な重複収書の削減を図る。

・地域に対する施設利用広報を拡充し，学外者利用を高める。

・理数教育に係る地域連携を促進するために関係図書等アーカイブ作成を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

83 教育・研究に必要なライブラリー資料 ・ブックフェアや希望図書，教員推薦

の収集，充実に努めるとともに，情報 による選書方法を用いて図書資料を

ライブラリー利用に関するオリエンテ 収集するとともに，購読する雑誌の

ーションを実施するなど，利用環境の 見直しを行い，蔵書の充実に努めた。

整備と利用者に対するサービスの向上 ・新入生を対象にしたワークショップ

を図る。 ＢｏｏｋＳＴＡＲＴ(250名参加）を

また，講義や演習でのライブラリー活 実施し，情報ライブラリー利用法や

用の推進に取り組む。 「本を読むことがなぜ必要なのか」

についての学習の場とした。

Ⅳ ・レベル別の情報検索講習会（19回約

380名参加)を実施し，利用者サービ

スの向上および情報ライブラリー資

料の有効活用に努めた。

・館内スペースを活用し，１年生向け

の講義を，収蔵資料を用いて実施す

るとともに，読書推進のために，ビ

ブリオバトル，クリスマス朗読会，

ワークショップを館内で実施した。

84 蔵書の拡充を情報ライブラリーの重点 ・蔵書の充実を図るために専門書に関

領域と関連付けて行う方策を引き続き するブックフェア(選書会)を実施し

推進する。 た。

Ⅳ ・また，「コースの本棚」を新たに設

置し，各コースの教員が薦める学生

に読んでほしい本をコメント入りの

栞とともに配架した。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

85 Ｗｅｂページ等を通じて，大学の所有 ・情報ライブラリの学外向けＷｅｂペ

する書籍や資料に関する情報を地域に ージを通じて，開館情報や蔵書デー

提供する。 タベース（ＯＰＡＣ）を引き続き公

開した。

・毎月テーマを設定し，所蔵資料を特

別展示する「Ａ５の本棚」の企画内

Ⅳ 容をＷｅｂページで地域に提供し

た（10回458冊）。

・キャンパスコンソーシアム函館の図

書館連携プロジェクトとして，８月

にはこだて国際科学祭テーマ関連の

資料展示を市内図書館と連携して行

った。
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(2) 共同研究センターの運営に関する措置

□中期目標

・産学官連携による研究を積極的に推進するとともに，研究成果の地域への還元に努める。

・研究支援組織として，柔軟で横断的かつ機動性のある研究グループ形成を支援する体制

を強化し，効果的な研究環境の整備を図る。

・地域および国内外の教育・研究機関との連携を進め，研究の質的向上を図る。

■中期計画

・地域におけるＩＴ関連事業に対する要請に応えるとともに，北海道の基幹産業である農

林水産業，観光産業において産学官連携による研究活動を推進する。

・共同研究センターが中心となって，地域や産業界が求める研究テーマを設定し，産学等

の連携による共同研究を推進する。

・研究活動と社会との連携を組織的，戦略的に推進するため，共同研究センターが中核と

なり，社会ニーズのあるプロジェクトを推進し，外部資金の獲得を図る。

・地域の大学間連携および研究機関等との連携機能を充実させるとともに，国内外の研究

機関との連携・交流事業を推進する。

・シンポジウムの開催等により研究成果の地域に向けた継続的な情報発信を行うとともに，

地域還元型研究への研究資金の配分を進める。

・学内における知財戦略を検討し，研究等に係る知的財産権の取得および活用について，

効果的な支援業務を行う。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

86 地域社会への貢献を目的としたプロジ ・地域社会への貢献を目的としたプロ
ェクトの推進や支援などの取組みを継 ジェクトを継続的に実施した。
続する。 ○函館マリンバイオクラスター ○マリンＩＴ関係の研究

○スマートシティはこだて ○デジタル・アーカイブ
○科学技術理解増進事業（科学祭等) ○イカロボプロジェクト
○小大，中大連携

・福島町等との連携協定に基づき，
ＩＴ利活用による水産業の振興等に
取り組んだほか，森町との取組につ
いても継続して行った。さらに平成
25年度に向けて，北斗市の観光振興
のためのキャラクター作りにプロジ
ェクト学習で取り組むこととした。

・これまで本学が取り組んできた地域
Ⅳ 貢献をさらに充実させ，地域の拠点

としての機能を拡充・整備するた
め，平成25年度に文科省が掲げる「地
(知)の拠点整備事業」に，大学を挙
げて取り組むことを決定した。

・室蘭工業大学との学術交流協定の一
環として，室工大・未来大連携ワー
クショップを開催し，３年生を中心
に双方で100名弱の学生，40名強の
教員参加のもと，各大学の研究項目
紹介，グループワークの実施・発表
を行い，両大学の特徴の相互理解を
図った。その結果，学生間，教員間
での交流が生まれるなど，共同研究
などへの発展が期待された。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

87 函館圏の企業との結びつきを強め，シ ・函館圏の企業等との結びつきを強め
ーズやニーズを開拓するための活動を るため，地域交流フォーラムを開催
継続する。 したほか，アカデミック・リンクへ

の参加，教員研究紹介誌の配布等に
より，函館圏の企業への情報発信，
情報交換に努めた。また，地元ＩＴ
企業が主催するＩＴ見本市への継続

出展を決定した。
・マリンＩＴラボとして，「第３回マ

Ⅲ リンＩＴワークショップ」を豊橋技
術科学大学で開催し，マリンＩＴの

活動を紹介すると同時に，他機関に
おける海と情報をキーワードとした
取り組みについて情報交換を実施し
た。

・メディカルＩＴとして，「未来大メ
ディカルＩＣＴ研究会」を開催し，
医療関係者，企業，函館市などの参
加のもと，未来大医療関連研究の動

向，最新のメディカルＩＣＴ研究の
動向などの情報交換を行った。

88 公的研究資金の公募情報を収集，公開 ・データベースによる公募情報を管理
するとともに，獲得のための支援活動 ・公開するとともに，メールによる

を継続する。 公的研究資金の情報を積極的に教員
に提供した。

Ⅲ ・前年度に引き続き，科学研究費助成
事業の採択率向上に向けた支援策を

学内に周知し，より難度の高い研究
種目への応募を促進するとともに，
希望者には申請内容の添削等を実施
した。

89 外部機関との連携および共同研究，受 ・地域交流フォーラム開催による地域
託研究等外部資金の活用による研究を への研究成果の発信を行うととも
積極的に支援する。 に，「函館マリンバイオクラスター」

「スマートシティはこだて」をはじ

めとした外部機関との連携，外部資
金活用による研究を積極的に推進し
た。

Ⅲ ・また「ＦＵＮコラボラティブ・ラボ

ラトリ」制度のコ・ラボによる情報
発信や各種展示会への出展を積極的
に行い，共同・受託研究の獲得に繋
げることができた。

・本学の地域拠点としての機能をさら
に拡充・整備するために，ＣＯＣ（セ
ンター・オブ・コミュニティ）事業
に取り組むことを決定した。
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第３ 業務運営の改善および効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制の改善に関する措置

□中期目標

・的確で機動的な大学運営を遂行できる運営体制を整備するとともに，戦略的な大学運営

を行うため，企画立案機能の充実を図る。

■中期計画

・大学運営の円滑な遂行のため，役員会，経営審議会，教育研究審議会，教授会の機能分

担を明確にし，迅速かつ的確な意思決定を行う体制を確立する。

・学内委員会の再編を進め，実行性の高い組織編成とする。

・大学運営の中長期的戦略を企画・立案するための組織を整備する。

・大学の経営戦略を踏まえて，理事長が柔軟に予算編成・配分することが可能なシステム

を導入する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

90 年度計画に基づいて学内委員会の目標 ・年度計画がより明確な目標となるよ

を明確にし，年度末に達成度の評価を Ⅲ う改善を図り，具体的な記述で評価

する。 報告を行うように担当者間で意思の

統一を図った。

91 大学運営の中長期的戦略を企画・立案 ・常勤役員会議と連携しながら，大学

するための方針の決定と情報収集を積 Ⅲ 運営の企画・立案等を行う組織とし

極的に進める。 ての経営企画室の活動をさらに進め

た。

92 意思決定を迅速に行うため，常勤役員 ・常勤役員による会議を毎週１回定例

による会議を毎週開催する。 で開催するとともに，必要に応じ随

時開催し，意思決定の迅速化を図っ

Ⅲ た。

・また，役員会・教育研究審議会等の

審議過程については，会議の議事録

を大学のホームページ上で公開した｡
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２ 教育研究組織の見直しに関する措置

□中期目標

・教育研究の進展や社会的要請に対応した教育研究体制の見直しを行う。

■中期計画

・学生確保に係る企画・立案の機能の強化を図る。

・大学全入時代に対応した，新入生の基礎教育体制の構築を図る。

・国内外の大学・研究機関と連携を進めるため，交流推進組織の充実・強化を図る。

・教育研究による地域貢献を計画的に推進する組織作りの検討を行う。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

93 入学試験データおよび入学後の成績を ・本学個別入試会場として，新たに名

調査し，入試制度の検証を引き続き行 Ⅲ 古屋会場を設け，東海・北陸エリア

う。 の受験生への利便を図った。

94 アドミッション・ポリシーの周知およ ・入学志願者情報のデータベースに基

び学生募集，大学説明会などの広報活 づいて高校訪問の重点地域を特定

動を引き続き充実させる。 し，個別の説明会を開催するなど，

受験者数増の戦略を意識した広報活

動に計画的に取り組んだ。

Ⅳ ・役員による新設試験会場地区の高校

訪問を積極的に行い，教員対象の大

学説明会を開催するなど，知名度の

向上を図った。また，重点的な訪問

の実施により，次年度に向け，より

効果的に訪問を実施できる情報を得

ることができた。

95 高校訪問その他入学志願者に対する進 ・過去の入学志願者情報および広報活

学相談，道内外の高校における出張講 動実績について，データベースを整

義等を計画的に実施するとともに，そ Ⅲ 備し，これを基に受験者獲得に向け，

のための各種情報のデータベースを引 計画的・効率的に高校訪問(261校）

き続き整備する。 ・進学相談（56回）・出前講義（25

回）などを実施した。

96 学術連携室を中心に，計画的に研究交 ・室蘭工業大学との連携ワークショッ

流の拡大・強化を図る。 Ⅲ プを実施するとともに，次回以降の

当該ワークショップの実施体制を構

築した。
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３ 教職員の人事の適正化に関する措置

□中期目標

・教職員が最大限に能力を発揮できるよう，雇用，勤務，給与形態等の柔軟な運用を可能

とする人事制度を構築する。

・また，教職員の人事評価システムを整備し，評価に基づく適切な処遇を行い，業務に対

する意欲の向上を図る。

■中期計画

・教職員の多様な採用方法や雇用形態を導入し，専門性と効率性を満たす人事制度を構築

するための採用方針・計画を策定する。

・教育研究活動に従事する教員の職務の特性を踏まえ，専門型裁量労働制の導入を図る。

・地域貢献等の学外活動の活性化のため，教職員の兼業・兼職制度の整備を図る。

・教員の教育業績，研究業績，地域貢献等多様な業績を適切に評価する人事評価システム

を構築する。

・事務職員について，職務実績，職務への取組み姿勢，能力等を適切に評価する人事評価

システムを構築する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

97 職員の一部をプロパー化する計画を策 ・自主・自立的な大学運営を図るた

定し，計画的にプロパー化を推進する。 め，大学事務局における函館市派遣

職員の段階的引き上げとプロパー職

Ⅳ 員の採用について，函館市との具体

的な協議を経て計画を定め，平成25

年度採用のプロパー職員４名を決定

した。

98 特任教員制度を活用し，特色ある教育， ・新たに導入した特別招聘教授等制度

研究等を推進する人材の確保を図ると を活用し，特別招聘教授１名を配置

ともに，女性研究者比率の向上に向け した。

て取り組む。 ・高度ＩＣＴコースに特任教員３名

Ⅲ （非常勤）を配置するとともに，文

部科学省「情報技術人材育成のため

の実践教育ネットワーク形成事業」

を活用し，高度ＩＣＴコースに特任

教員１名を配置することとした（平

成25年６月から配置）。

99 教員の実績評価システムに基づき評価 ・人事評価システムに基づき人事評価

を行い，評価結果を一般研究費の配分 Ⅲ を行い，一般研究費の配分に反映さ

に反映させるほか，処遇への反映につ せた。

いて引き続き検討する。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

100 学内人材マップとしての「教員研究紹 ・平成24年度版冊子「教員研究紹介」

介」の有効活用を引き続き図る。 を作成するとともに，大学ホームペ

ージへの掲載や社会連携センター事

Ⅲ 務室における映像放映等による周知

を継続的に実施した。

・地域交流フォーラムや各種イベント

で「教員研究紹介」を配布し，本学

の人材，研究内容の周知を図った。

101 函館市から派遣された事務職員につい ・函館市派遣職員については，函館市

ては，市の人事評価制度に基づき，評 職員人事評価制度に基づく人事評価

価を行う。 Ⅲ を，法人契約職員については，契約

更新の参考資料として実績評価を引

き続き試行した。
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４ 事務等の効率化・合理化に関する措置

□中期目標

・事務組織の再編，見直しや外部委託の活用等により，事務の効率化・合理化を図る。

■中期計画

・事務組織の再編や見直しにより業務の集約を実施し，事務の効率化・合理化を推進する。

・費用対効果を考慮しながら，業務の外部委託化を積極的に推進する。

・業務情報の共有化や電子化を推進し，管理運営の高度化および効率化を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

102 事務の簡素・効率化に引き続き努め ・自主・自立的な大学運営を図るた

る。 め，大学事務局における函館市派遣

職員の段階的引き上げとプロパー職

員の採用について，函館市との具体

的な協議を経て計画を定め，平成25

年度採用のプロパー職員４名を決定

Ⅳ した。また，平成26年度以降もこの

計画に基づき，順次派遣職員のプロ

パー化を進めていく。

・学科室の業務体制を見直し，平成25

年度から３名の短時間契約職員によ

るシフト制を導入するとともに，利

便性の向上を図るため，開室時間を

18時まで延長することとした。

103 費用対効果を考慮しながら，引き続き ・前期入試会場（大阪会場）における

業務の外部委託化を検討し，推進する。 Ⅲ 入試監督業務の一部委託化を実施し

た。

104 情報の共有化・電子化を図るととも ・各セクション，委員会等においては，

に，会議資料のペーパーレス化を引き Ｗｅｂダブ（ストレージ）を効果的

続き検討する。 に活用し，資料データなどの学内情

Ⅳ 報の共有化が図られている。

・平成25年度早期に教授会・研究科委

員会資料のペーパーレス化を実施す

る方針を決定した。
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の確保に関する措置

□中期目標

・安定的な財政基盤の確立を図るため，共同研究費等外部研究資金その他の自己収入の増

加に努める。

■中期計画

・国および民間等の公募型研究資金に関する情報収集や学内情報の共有化等戦略的な獲得

支援体制を充実させるとともに，寄附講座の拡充等産学連携を中心とした多様な資金確

保の体制整備を進める。

・地域の研究ニーズの情報収集や学内周知を積極的に実施し，受託研究等の拡充を図る。

・教育研究環境の充実のため，積極的な寄附金獲得に努める。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

105 科学研究費補助金をはじめ学外の競争 ・教員に対する科学研究費助成事業申

的資金の申請を積極的に促すととも 請の勧奨を引き続き行った。

に，資金獲得者への優遇措置を講じる。 ・希望者に対し申請書の添削を行う学

Ⅲ 内支援を実施した。

・基盤Ｓ，基盤Ａの採択は無かったた

め，基盤Ｓ，基盤Ａ，若手Ａに申請

し採択されなかった場合の研究費優

遇措置を継続して実施した。

106 社会連携センターを中心に，地域の研 ・社会連携センターの産学官連携コー

究ニーズを調査し，共同研究の可能性 ディネーターを中心に，地域企業と

を引き続き検討する。 の情報交換を行った。

・マリンＩＴ，メディカルＩＴ，モバ

イルＩＴを中心にして，それぞれワ

ークショップ，研究会，個別企業や

Ⅲ 病院に対するプロジェクト学習成果

報告会などを開催し，地域関係者の

意見収集，成果報告を行った。

・地域交流フォーラムを開催し,｢スマ

ートシティはこだて｣に関する話題

を中心に，地域活性化，スマートビ

ークルなどの最新情報を共有した。

107 教育研究環境の充実を図るため，受託 ・受託・共同研究等外部資金の獲得に

・共同研究等外部資金の獲得に引き続 努め実績を上げることができた。

き努める。また，平成22年度に創設し ・寄附金獲得については，東日本大震

た公立はこだて未来大学基金の目標額 Ⅲ 災の影響を考慮し，引き続き積極的

の達成に向け引き続き取り組む。 な募金活動は行わなかったが，高度

ＩＣＴにおいて寄附提供企業の拡大

を図ることができた。
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２ 経費の抑制に関する措置

□中期目標

・業務全般についての見直しを推進し，効率的な運営により，経費の節減を図る。

■中期計画

・大学運営に係る経費の精査を実施し，適切な予算配分を行う。

・管理経費の抑制と効率的な執行を行うために，経費区分に応じた目標を設定し，計画的

な経費の節減を図る。

・業務の集約化，事務の効率化の推進や環境に配慮した省エネルギー対策を推進し，経費

の節減を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

108 引き続き管理経費の抑制に努めるとと ・平成25年度予算編成にあたり，管理

もに，弾力的な予算運用を図る。 経費にシーリング枠を設けて抑制に

努めた一方，新たな施策に予算配分

を行うなど重点的な経費配分に努め

た。

Ⅲ ・広域連合および函館市と協議をし，

平成25年度予算から精算を要しない

（退職金，施設整備費を除く）渡し

きりとなったことから，これまで以

上に法人裁量による弾力的な予算運

用ができることとなった。

・また，平成24年度の予算執行に際し

ても各種経費の節減に努めた。

109 冷暖房等の省エネルギー対策を引き続 ・北海道電力㈱からの協力依頼に伴い

き推進し，一層の経費節減に努めると 夏期・冬期における省エネルギーの

ともに，設備改修計画を策定する。 意識啓発を行うとともに，一部施設

の照明を低電力器具に変更し，また，

Ⅲ 蛍光灯・街路灯の間引など，設備変

更・運用改善を行い，より一層の光

熱水費の節減を図った。

・中長期修繕計画を策定し，計画的な

施設の維持修繕に取り組むこととし

た。
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３ 資産の運用管理の改善に関する措置

□中期目標

・資産の適切な管理を行うとともに，その効果的・効率的な活用を図る。

■中期計画

・資産の運用管理に係る情報を集約化し，効率的で効果的な管理を行う体制を整備する。

・安全性および安定性を重視した資金管理に努める。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

110 資産の運用管理に係る情報の集約化を Ⅲ ・事業年度決算に向けた適正な法人資

引き続き推進する。 産台帳の整備を引き続き実施した。

111 経済状況に応じた，安全性および安定 ・法人資金の運用に当たり，各種情報

性を重視した資金管理を引き続き進め の収集および分析を行うとともに，

る。 Ⅲ 安全性・安定性確保の観点から，前

年度に引き続き定期預金ならびに国

庫短期証券による運用を実施した。
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第５ 自己点検・評価・情報公開等に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 自己点検・評価の充実に関する措置

□中期目標

・教育・研究，地域貢献，業務運営等に関する自己点検・評価を実施し，また第三者機関

等による外部評価を受け評価結果を公表するとともに，大学業務運営の改善に反映させ

る。

■中期計画

・オンライン授業評価の確実な実施により，教育評価の充実を図る。

・研究に関する自己点検・評価および外部評価を定期的に実施する。研究プロジェクト等

の成果は，発表会，シンポジウムなどにより，学外にも開かれた形で発表し，検証する。

・評価委員会を中心に，定期的に組織的な自己点検・評価を実施し，結果をホームページ

等により積極的に公開する。

・外部の認証評価機関による大学機関別認証評価を受審し，評価結果および改善策を公表

し，課題の解決に努める。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

112 オンライン授業評価の評価項目の検討 ・平成24年度の講義実施状況に合わせ

など，現行システムの見直しを引き続 たオンライン授業評価を実施すると

き行う。 ともに，実施状況の確認および実施

方法・内容，実施主体について検討

Ⅲ を加えるとともに，オンライン授業

評価用サーバが耐用年数を超えてい

ることが判明したため，新たな運用

・管理体制の構築についてあわせて

検討を行った。

113 認証評価機関等による評価結果を積極 ・平成23年度に実施した大学機関別認

的に公開し，学内での議論を通じて， Ⅲ 証評価の結果をホームページで公開

次期中期計画に反映できるようにす し，周知を図った。

る。
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２ 情報公開等の推進に関する措置

□中期目標

・大学運営状況等の情報を積極的に公開し，大学に対する地域社会の理解促進に努める。

■中期計画

・広報体制の整備を図り，ホームページの充実，マスメディアの積極的活用等により地域

住民等への積極的な情報提供を行う。

・後援会および同窓会の活動を拡充し，会報等を通して保護者や卒業生への情報提供を強

化する。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

114 ホームページ等により大学運営情報や ・広報体制の整備を図るとともに，広

教育情報の積極的な公表に引き続き努 報メディアについて検証を行い，女

める。 子生徒の進学率上昇に着目した女子

受験生用のパンフレットを配布し

た。

・また，大学案内パンフレットについ

Ⅳ て，コンセプトを検証し，このコン

セプトに基づき統一感のあるものに

改善した。

・義務化された教育情報の公表につい

て，現状の公表状況を把握し，教育

情報や各種研究会等の開催状況を整

備しホームページ上に公開した。

115 後援会および同窓会活動の支援に引き ・後援会が実施する様々な活動を支援

続き努めるとともに，後援会ニュース するとともに，後援会理事会に学長

等を通じて保護者や卒業生へ積極的に も参加し，率直な意見を聴取する機

大学情報の提供を図る。 会を設けた。

・同窓会員の就職ガイダンスの講師へ

の活用や，同会が行う在学生向け就

Ⅲ 職支援活動の支援等，在学生と同窓

生の円滑な連携を支援した。

・会報紙「後援会ニュース」を後援会

会員全員に配布するとともに，３年

生の保護者に就職状況や就職意識の

啓発文を送付するなど，積極的な情

報提供に努めた。
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第６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備等に関する措置

□中期目標

・計画的な施設設備の整備・改修を進め，良好な教育研究環境の維持に努める。

■中期計画

・施設設備の利用状況を点検し，全学的な有効利用を図る。

・将来を展望した教育研究機能の充実，地域貢献の強化の観点から，施設設備の整備基本

方針の策定を検討する。

・施設設備についての現況調査を行い，現状の評価や経年化対策を含めた保守点検計画を

策定し実施する。

・外部委託を活用した総合的な施設設備の維持管理を行う。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

116 施設利用状況についての点検・評価に ・損傷や剥離が激しい４・５階講義室

基づき，効果的・効率的な施設運用に の床のタイルカーペットについて貼

引き続き努める。 り直しを行った。

Ⅲ ・本部棟の躯体蓄熱機能を最適化する

ことにより，下層階のスタジオの寒

さを軽減した。

117 新たな情報機器と教育との関係に対す ・スマートフォン並びにタブレット端

る基本的考えの検討を引き続き行う。 末などの新たな情報機器の普及が急

また，現在のシステムに対する評価と 激に進むことを想定し，これらの新

検討した基本方針から，今後必要とな たな情報機器のアプリケーション開

る教育環境を平成24年度整備予定の教 発環境を平成24年度に整備した教室

室システム等の更改に反映させる。 システム内に構築した。

Ⅲ ・また，これらの情報機器のバージョ

ンアップに対応できるよう，教室シ

ステムの環境も定期的に更新できる

よう整備した。

・さらに，これらの新たな情報機器が

学内の無線ネットワークを安全に利

用出来る環境を整備した。
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２ 安全管理に関する措置

□中期目標

・学生や教職員の安全確保および健康管理の向上に努め，安全なキャンパスづくりを進め

る。

・また，学内の情報セキュリティ対策の充実を図る。

■中期計画

・事故等防止のため全学的な安全衛生管理体制を整備するとともに，教職員および学生の

安全に対する意識向上を図る。

・定期健康診断等により学生および教職員の適切な健康管理を実施する。

・セキュリティの実効性とユーザーの利便性の調和に配慮した情報セキュリティ対策の充

実を図る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

118 労働安全衛生法に基づいて設置した衛 ・衛生管理者や産業医，保健師等で構

生委員会により，教職員等の安全およ 成する衛生委員会を毎月開催（12回

び衛生に関する意識の向上を引き続き Ⅲ 開催）し，職員等の労働環境に係る

図る。 状況把握に努めたほか，教職員等に

対し全国労働衛生週間等の周知に努

め，意識啓発を図った。

119 学生委員会での検討を踏まえ，学生等 ・安全確保を図る観点から，学生等が

が夜間学内に滞在する場合の許可条件 夜間学内に滞在する場合の許可要件

等の基準を定める。 Ⅲ 等について，学生の生活状況調査の

結果も踏まえて引き続き原案の検討

を行った｡

120 定期健康診断等により，学生および教 ・学生および教職員について定期健康

職員の適切な健康管理を引き続き実施 診断を実施した（学生：４月実施

する。また，敷地内全面禁煙を実施す 1,102人，教職員：10月～12月実施

る。 97人）。

・産業医，保健師，学生カウンセラー

等を中心として，必要に応じた適切

な健康指導等を実施した（産業医：

Ⅲ ２人，保健師：1,653人，学生カウ

ンセラー：30人）。

・平成24年度から敷地内全面を禁煙と

し，メール等を活用して敷地内全面

禁煙化の周知を図るとともに，全学

生への新学期オリエンテーションに

おいて，敷地内全面禁煙の対応など

マナー向上に関する講習を行なっ

た。
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進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

121 情報セキュリティ対策の充実と利便性 ・スマートフォン並びにタブレット端

の向上のため，現在の学内で閉じたセ 末などの新たな情報機器の普及が急

キュリティ対策の考え方から，積極的 Ⅲ 激に進むことを想定し，これらの新

に学外とも連携した開かれたセキュリ たな情報機器でも学内無線ネットワ

ティ対策の方式について検討を行う。 ークを安全に利用出来る環境を整備

した。



- 53 -

３ 人権擁護に関する措置

□中期目標

・学内における人権擁護に対する意識啓発を行うとともに，セクシュアル・ハラスメント

等人権侵害の防止に努める。

■中期計画

・倫理委員会を中心にセクシュアル・ハラスメント等人権侵害に対する防止啓発，相談，

問題解決への実施体制を整備する。

・人権擁護の意識向上のため，学生および教職員を対象とした講演会等を定期的に開催す

る。

進捗状況
No. 年度計画 実施状況

（自己評価）

122 セクシュアル・ハラスメント等を防止 ・平成24年度から，セクシャル・ハラ

するため，研修会等を継続して行うほ スメントの防止とともに，アカデミ

か，教授会でセクシュアル・ハラスメ ック・ハラスメント，パワー・ハラ

ント防止ガイドラインの確認を行うな スメントの防止を目的として，新た

ど，計画的に啓発活動を実施する。 にハラスメント防止等委員会が発足

した。

・ハラスメント防止等委員会におい

て，文部科学省，厚生労働省，他大

Ⅳ 学のホームページおよび関連書籍か

ら，各種のハラスメントの防止に関

する情報を収集した。

・収集した情報を基に，ハラスメント

防止ガイドラインおよびハラスメン

ト事例集を作成した。新たに作成し

たハラスメント防止等委員会のホー

ムページから，これらの情報を教職

員および学生に公開し，ハラスメン

ト防止を周知徹底した。


